
暮
ら
し

保

険

市
役
所
へ
の
申
し
込
み・問
い
合
わ
せ
の
時
間
は
、
特
記
が
な
い
場
合
は
月
〜
金
曜
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）
の
受
付
と
な
り
ま
す
。

高
齢
者
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こく

分
ぶん

寺
じ

傷
病
手
当
金
の
適
用
期
間
を

9
月
30
日
㈭
ま
で
延
長

国
民
健
康
保
険
加
入
者
向
け

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

関
す
る
傷
病
手
当
金
の
適
用
期
間
が

延
長
に
な
り
ま
し
た
。
要
件
な
ど
詳

し
く
は
市
HP

検
索
１
０
２
３
３
０

４
ま
た
は
4
月
1
日
号
5
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
電
話
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

↓
保
険
年
金
課（
内
547
）

国
民
健
康
保
険
限
度
額

適
用
認
定
証
等
の
更
新

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
限

度
額
適
用
認
定
証
、
国
民
健
康
保
険

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証（
い
ず
れ
も
限
度
額
認
定
証
）の

有
効
期
限
は
7
月
31
日
㈯
で
す
。
更

新
を
希
望
す
る
方
は
手
続
き
が
必
要

で
す
。

申
7
月
9
日
㈮
〜
8
月
31
日
㈫
に
保

険
年
金
課（
市
役
所
第
1
庁
舎
）へ

物
①
対
象
者
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
②
現
在
お
持
ち
の
限
度
額
認

定
証
③
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
個

人
番
号
通
知
カ
ー
ド
と
身
分
証
明
書

（＊）
※
本
人
以
外
が
申
請
す
る
場
合

は
、
委
任
状（
同
世
帯
の
場
合
は
不

要
）・
代
理
人
の
身
分
証
明
書
（＊）
も

注
適
用
区
分
は
、
昨
年
中
の
世
帯
の

所
得
な
ど
で
判
定
す
る
た
め
、
こ
れ

ま
で
の
限
度
額
か
ら
変
更
に
な
る
場

合
が
あ
り

（＊）
運
転
免
許
証
な
ど
の
官
公
署
が
発

行
し
た
顔
写
真
付
き
の
も
の
※
な
い

場
合
は
年
金
手
帳
な
ど

新
規
の
限
度
額
認
定
証
発
行

随
時
受
け
付
け
。
必
要
な
方
は
持

ち
物
②
以
外
を
お
持
ち
の
う
え
、
早

め
に
保
険
年
金
課
へ

↓
保
険
年
金
課（
内
315
）

70
歳
〜
74
歳
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
の
方
へ

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
郵
送

現
在
お
持
ち
の
高
齢
受
給
者
証
の

有
効
期
限
は
7
月
31
日
㈯
で
す
。
新

し
い
高
齢
受
給
者
証
は
7
月
下
旬
に

郵
送
し
ま
す
。↓

保
険
年
金
課（
内
315
）

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を

郵
送介

護
保
険
の
認
定
を
受
け
て
い
る

方
と
総
合
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
事
業
対

象
者
に
、
介
護
保
険
負
担
割
合
証
を

7
月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
介
護
保

険
負
担
割
合
証
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
場
合
に
支
払
う
利
用
者
負

担
の
割
合
を
記
載
し
て
い
ま
す
。
適

用
期
間
は
、
8
月
1
日
㈰
〜
令
和
4

年
7
月
31
日
で
す
。

↓
高
齢
福
祉
課
☎
０
４
２
・
321
・
１

３
０
１

介護予防教室
学ぼう、高齢期に必要な栄養と口腔機能の知識

家族介護者交流会
今から学ぼう高齢者の住まい

7月21日（水）午前10時～11時30分
地域包括支援センターほんだ

7月27日（火）午後2時～3時30分
いずみホール

要介護状態となるリスクが高い状態（フレイル）
を予防するために、栄養と口の健康を学んでみ
ませんか
対市内在住でおおむね65歳以上の方
定5人
問 地域包括支援センターほんだ☎（042）300-
2339

高齢者向け施設の種類と費用、見学時のポイン
トをお話しします
対65歳以上の方、高齢者を介護している方
講民間高齢者向け施設入居相談センター相談員
定15人
問 地域包括支援センターこいがくぼ☎（042）
300-6024

地域包括支援センター地域包括支援センターのの
イベントイベント

共通事項　 e無料　m7月2日（金）から電話で
各地域包括支援センターへ※先着順

 →高齢福祉課☎（042）321-1301

7月・8月の
　保健事業

事業名 日時・場所
3～4か月児健康診査

z 対象者へ案内を郵送。各健診の月齢を迎
える月末までに案内が届いていない方は、
健康推進課へお問い合わせください

1歳6か月児健康診査

3歳児健康診査

6～7か月児健康診査 b都内の実施医療機関
z 受診票（3～4か月児健診の案内に同封）を
持って受診9～10か月児健康診査

個別栄養相談
t成人 8月19日（木）午前9時15分～正午★

妊婦歯科健診
t妊娠中の方 8月10日（火）午後1時30分～3時★

離乳食（1回食）講習会
t4～6か月児と保護者 8月23日（月）午後1時30分～3時25分★

離乳食（2・3回食）講習会
t6～11か月児と保護者 8月24日（火）午後1時30分～3時50分★

乳幼児歯みがきクラス
tおおむね1歳～1歳5か月児と保護者 8月23日（月）午前9時50分～11時10分★

2歳児歯みがきクラス　　
tおおむね2歳～2歳5か月児と保護者 8月7日（土）午前9時50分～11時10分★

2歳半歯科健診（フッ素塗布）
t2歳3か月～2歳11か月児と保護者

8月19日（木）午前9時30分～11時30分★
3歳半歯科健診（フッ素塗布）
t3歳3か月～3歳11か月児と保護者
発達健康診査
（発達に関して心配がある子の健診）
t未就学児

8月4日（水）午前9時30分～11時30分★

b未記載の場合、いずみ保健センター
m電話で　z★は時間予約制

→健康推進課☎（042）321-1801

 自己負担割合が変更になる方へ 自己負担割合が変更になる方へ
新しい後期高齢者医療被保険者新しい後期高齢者医療被保険者
証を郵送証を郵送
　自己負担割合（1割または3割）
が変更になる方へ、新しい保険証
を7月中旬に簡易書留で郵送しま
す。届いた方は、8月1日（日）か
ら新しい保険証をお使いいただ
き、それまでの保険証は保険年金
課（市役所第1庁舎）へ返却してく
ださい。自己負担割合に変更がな
い方は、現在お持ちの保険証をそ
のままお使いいただけます。

 限度額適用認定証、限度額適用・ 限度額適用認定証、限度額適用・
標準負担額減額認定証の更新標準負担額減額認定証の更新
　現在お持ちの認定証の有効期限
は7月31日（土）です。引き続き該
当する方へ、新しい認定証を7月下
旬に郵送します。
　新たに交付の対象となる方には、
申請書を8月中旬に郵送します。申
請書が届いた方は、8月31日（火）
までに、郵送または直接保険年金課
（市役所第1庁舎）へ提出してくださ
い。必要書類など詳しくは、申請
書と同封の書類をご確認ください。

 →保険年金課（内319）後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度

注 3月16日以降に所得税の確定申告を行った方がいる世帯の場
合、自己負担割合、減額認定証・限度額認定証の適用区分が暫
定的なものとなる場合あり。令和3年度住民税課税所得などが
決定し、内容に変更があった場合は、新たな保険証・減額認定証・
限度額認定証と差し替えまたは返却が必要。変更前のものを使
用した場合、差額分の納付や払い戻しの手続きをお願いする場
合あり。自己負担割合2割導入は、4年10月以降です

　特別養護老人ホームなどの施設サー
ビスやショートステイの食費と部屋代
は原則として利用者負担ですが、低所
得の方は申請することで軽減認定を受
けることができます。8月から対象者
の適用要件・食費の限度額が変わりま
す。詳しくは市HP 検索1025945を
ご覧いただくか、利用している事業者
または高齢福祉課へお問い合わせくだ
さい。

すでに介護保険負担限度額の
認定を受けている方
有 効期限7月31日（土）※認定者全員に
申請書を6月下旬に郵送しましたの
で、更新を希望する方は、適用要件
を確認のうえ早めに更新の手続きを
してください
注 施設に入所中または入所予定の方
で、新たに減額の対象となる方は高
齢福祉課へお問い合わせください
→高齢福祉課☎（042）321-1301

介護保険負担限度額の介護保険負担限度額の
制度改正・認定更新制度改正・認定更新


